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監 査 公 表 第 １ 号  
令 和 ７ 年 10 月 24 日 監 査 公 表 第 18 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 14項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 か ら 次 の と お
り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。  

令 和 ８ 年 ２ 月 20 日  
福 島 県 監 査 委 員   佐   藤   政   隆  
福 島 県 監 査 委 員   大   場   秀   樹  
福 島 県 監 査 委 員   渡   辺       仁  
福 島 県 監 査 委 員   阿   部   寿   子  

                                                            ７ 病 第 6 8 0 号  
                                                            令 和 ７ 年 10 月 31 日  

福 島 県 監 査 委 員   満   山   喜   一  
福 島 県 監 査 委 員   三   瓶   正   栄  
                                様  
福 島 県 監 査 委 員   渡   辺       仁  
福 島 県 監 査 委 員   阿   部   寿   子  

                                        福 島 県 病 院 事 業 管 理 者   挾   間   章   博  
                                        （ 公 印 省 略 ）  
                公 営 企 業 に 係 る 定 期 監 査 の 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）  
  令 和 ７ 年 1 0 月 2 1 日 付 け ７ 福 監 第 3 7 5 号 で 報 告 あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 通 知 し ま す 。  
（ 別 紙 様 式 ）  

定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て  
１   監 査 対 象 機 関   南 会 津 病 院  
    監 査 対 象 年 度   令 和 ６ 年 度  
    監 査 実 施 年 月 日   令 和 ７ 年 ７ 月 17 日  

 
指   摘   ・   勧   告   事   項 措   置   状   況  

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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「 指 摘 事 項 」                          （ 原 因 ）                               
  固 定 資 産 の 取 得 手 続 及 び 台 帳 等 諸 帳 簿    担 当 者 の 確 認 及 び 認 識 不 足 に 加 え 、 寄   
の 整 備 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が  附 受 納 の 際 の 事 務 処 理 の 確 認 等 が 組 織 的   
あ る 。                                に 行 わ れ て い な か っ た こ と に よ り 発 生 し   
「 事 実 」                              た 。                                   
  令 和 ５ 年 度 及 び 令 和 ６ 年 度 に 団 体 甲 か  （ 処 理 状 況 ）                           
ら 寄 附 さ れ た 器 械 備 品 に つ い て 、 寄 附 受  ・ 令 和 ７ 年 ６ 月 16 日                     
納 の 手 続 を 行 っ て い な い 。                今 回 の 事 案 を 事 務 部 内 に 共 有 し 、 寄 附   
  ま た 、 そ の う ち 令 和 ５ 年 度 に 受 納 し た  を 受 け る 際 に は 関 係 規 程 に 基 づ く 手 続 を   
器 械 備 品 は 、 同 年 度 中 に 資 産 計 上 を 行 わ  行 う こ と 、 器 械 備 品 の 寄 附 を 受 け た 際 に   
ず 、 令 和 ６ 年 度 に 資 産 計 上 し て い る 。    は 年 度 内 に 速 や か に 資 産 計 上 を 行 う よ う   
  受 納 器 械 備 品                        周 知 徹 底 し た 。                         
    令 和 ５ 年 度   空 気 清 浄 機 １ 台   330,000円   ・ 令 和 ７ 年 ６ 月 20 日                     
    令 和 ６ 年 度   空 気 清 浄 機 ２ 台   292,600円     団 体 甲 に 今 年 度 以 降 寄 附 を 希 望 す る 場   
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」                合 は 、 寄 附 申 込 書 が 必 要 に な る 旨 、 説 明   
  固 定 資 産 の 取 得 に 当 た っ て は 、 関 係 規 し た 。                                 
程 に 基 づ き 適 正 に 行 う と と も に 、 チ ェ ッ  （ 今 後 の 対 応 ）                         
ク 体 制 を 強 化 す る こ と 。                 寄 附 を 受 け る 際 の 事 務 手 続 及 び 、 器 械   

備 品 の 寄 附 を 受 け た 際 に は 年 度 内 に 速 や   
か に 資 産 計 上 を 行 う こ と を 事 務 引 継 書 に   
明 記 す る と と も に 、 寄 附 が あ っ た 際 は 担   
当 者 だ け で な く 上 席 者 も 事 務 処 理 を 確 認   
す る な ど 、 組 織 的 な 取 組 ・ チ ェ ッ ク を 徹   
底 す る 。                              

 
「 指 摘 事 項 」                          （ 原 因 ）                               
  医 業 未 収 金 に つ い て 、 適 正 な 処 理 を 怠  １   平 成 30 年 当 時 の 公 務 災 害 の 療 養 補 償  
り 、 不 納 欠 損 と な っ て い る も の が あ る 。    請 求 担 当 者 が 、 請 求 手 続 を 失 念 し た 。   
「 事 実 」                              ２   療 養 補 償 請 求 の 事 務 処 理 に 係 る チ ェ ッ  
  公 務 災 害 の 認 定 を 受 け た 職 員 等 ８ 名 分   ク 体 制 が 機 能 し て い な か っ た 。         
の 療 養 補 償 に つ い て 、 病 院 が 収 入 調 定 及 （ 処 理 状 況 ）                           
び 請 求 手 続 を 怠 っ た た め 、 消 滅 時 効 が 成 １   令 和 ７ 年 ５ 月 23 日                   
立 し 、 医 業 未 収 金 8 9 , 0 8 0 円 を 不 納 欠 損 処     担 当 者 に よ る 請 求 手 続 の 失 念 を 防 止  
理 し て い る 。                            す る た め 、 今 後 、 公 務 災 害 事 案 が 生 じ  
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」                  た 際 に は 事 務 長 （ 認 定 請 求 担 当 ） か ら  
  医 業 未 収 金 の 事 務 処 理 に 当 た っ て は 、   事 務 部 （ 医 事 ） （ 療 養 補 償 請 求 担 当 ）  
関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う と と も に 、   へ 速 や か に 情 報 共 有 し 、 業 務 進 捗 に つ  
チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 す る こ と 。           い て 連 絡 を 密 に す る こ と を 確 認 し た 。   

２   令 和 ７ 年 ６ 月 20 日                   
    公 務 災 害 対 象 者 の 療 養 補 償 請 求 に 係  
  る 未 請 求 整 理 簿 を 病 院 独 自 に 作 成 し 、  
  事 務 部 内 管 理 職 員 、 医 事 担 当 主 任 及 び  
  担 当 者 が 共 有 し 、 管 理 す る こ と で 、 請  
  求 漏 れ を 防 ぐ 取 扱 い と し た 。           
（ 今 後 の 対 応 ）                         
１   担 当 者 間 の 情 報 共 有 ・ 連 絡 の 強 化     
    今 後 、 公 務 災 害 事 案 が 生 じ た 際 に は  
  事 務 長 か ら 事 務 部 （ 医 事 ） へ 速 や か に  
  情 報 共 有 し 、 連 絡 を 密 に す る こ と で 、  
  手 続 の 失 念 を 防 ぐ 。                   
２   未 請 求 整 理 簿 に よ る 管 理 徹 底         
    新 た に 作 成 し た 未 請 求 整 理 簿 に よ り 、   
  管 理 職 員 を 含 め た 組 織 的 な 管 理 を 徹 底  
  し 、 請 求 漏 れ を 防 ぐ 。                

２   監 査 対 象 機 関   ふ く し ま 医 療 セ ン タ ー こ こ ろ の 杜  
    監 査 対 象 年 度   令 和 ６ 年 度  
    監 査 実 施 年 月 日   令 和 ７ 年 ８ 月 ８ 日  

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────────────────────── 
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 指   摘   ・   勧   告   事   項 措   置   状   況  
  
 「 指 摘 事 項 」                          （ 原 因 ）                               
   内 部 統 制 が 有 効 に 機 能 し て お ら ず 、 前   令 和 ５ 年 度 当 時 の 担 当 者 が 、 異 動 に あ  
 渡 資 金 の 精 算 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る た り 後 任 者 に 引 き 継 い だ 際 に 説 明 等 が 十  
 も の が あ る 。                          分 で な く 、 ま た 、 後 任 者 も 、 年 度 末 、 年  
 「 事 実 」                              度 始 め の 多 く の 事 務 に 気 を 取 ら れ 、 そ の  
   組 織 内 で の チ ェ ッ ク 体 制 が 整 っ て お ら 処 理 を 失 念 し た 。                       
 ず 、 令 和 ５ 年 度 に 前 渡 資 金 の 支 払 を し た   令 和 ５ 年 度 中 か ら 組 織 的 に 精 算 処 理 の  
 医 療 観 察 法 第 43 条 に よ る 入 院 患 者 の 院 外 確 認 を 行 う べ き だ っ た と こ ろ 、 業 務 多 忙  
 外 出 時 の 昼 食 代 等 に つ い て 、 支 払 日 又 は 等 か ら こ れ を 怠 っ た 。                   
 外 出 終 了 日 か ら ７ 日 以 内 に 精 算 す べ き と   ま た 、 令 和 ６ 年 度 に お い て も 、 関 係 帳  
 こ ろ 、 精 算 遅 延 又 は 未 精 算 の も の 、 さ ら 票 等 に よ り 当 該 未 処 理 を 認 識 す べ き だ っ  
 に そ れ ぞ れ に つ い て 残 金 を 返 納 し て い な た と こ ろ 、 会 計 処 理 に 関 す る 理 解 不 足 等  
 い も の が あ る 。                        か ら 認 識 で き て い な か っ た 。             
     精 算 遅 延 ９ 件   5 1 , 5 5 4 円            （ 処 理 状 況 ）                           
     （ う ち 未 返 納 ４ 件   1 , 9 0 4 円 ）         未 精 算 1 1 6 件 に つ い て 証 拠 書 類 （ 領 収  
     未 精 算 116 件   2 2 4 , 4 8 1 円            書 等 ） 及 び 残 金 を 確 認 し 、 令 和 ７ 年 ７ 月  
     （ う ち 未 返 納 38 件   2 6 , 1 6 6 円 ）      28 日 ま で に 精 算 処 理 を 行 っ た 。           
 「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」                  ま た 、 残 金 2 8 , 0 7 0 円 （ 内 訳 ： 精 算 遅 延  
   前 渡 資 金 の 精 算 に 当 た っ て は 、 関 係 規 分 1 ,904円   未 精 算 分 26 , 1 66円 ） に つ い て  
 程 等 に 基 づ き 適 正 に 行 う と と も に 、 組 織 令 和 ７ 年 ７ 月 30 日 に 返 納 処 理 を 行 っ た 。   
 的 な チ ェ ッ ク 体 制 を 確 立 す る こ と 。      （ 今 後 の 対 応 ）                         
   担 当 者 は 前 渡 資 金 の 支 払 日 、 精 算 日 を  
 確 実 に 把 握 し 、 速 や か な 精 算 を 行 う 。     
   ま た 、 企 業 出 納 員 は 「 前 渡 資 金 整 理 簿 」   
 を 各 月 末 に 出 力 し 、 前 渡 資 金 の 精 算 の 有  
 無 を 定 期 的 に 確 認 す る 。                
  
 「 指 摘 事 項 」                          （ 原 因 ）                               
   収 入 手 続 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も   年 度 末 の 引 継 ぎ が 不 十 分 で あ り 、 後 任  
 の が あ る 。                            者 も 収 入 未 済 に 対 す る 認 識 が 足 り な か っ  
 「 事 実 」                              た 。                                   
   令 和 ５ 年 ７ 月 31 日 付 け で 退 職 し た 会 計   人 手 不 足 に よ る 業 務 多 忙 に よ り 、 返 納  
 年 度 任 用 職 員 １ 名 に 対 し 、 病 気 休 暇 中 に 依 頼 に 関 し て 注 力 す る こ と が 難 し か っ た 。   
 支 給 し た 過 払 い 給 与 266 ,7 55円 に つ い て 、    上 席 者 も 収 納 状 況 の 確 認 が 不 十 分 だ っ  
 戻 入 の 調 定 を 行 っ た が 督 促 を 行 っ て お ら た た め 、 収 入 未 済 の ま ま と な っ た 。       
 ず 全 額 未 収 と な っ て い る 。              （ 処 理 状 況 ）                           
 「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」                令 和 ７ 年 ７ 月 １ 日                       
   収 入 手 続 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基   事 務 連 絡 に よ り 納 付 書 発 送 （ 特 定 記 録 ）   
 づ き 適 正 に 行 う こ と 。                 令 和 ７ 年 ８ 月 20 日                       
   本 人 よ り 返 納 額 内 訳 に つ い て 、 照 会 が  
 郵 送 で 届 く 。                           
 令 和 ７ 年 ９ 月 ４ 日                       
   郵 送 に よ り 回 答 。                     
 令 和 ７ 年 ９ 月 18 日                       
   督 促 状 の 発 送 。                       
 令 和 ７ 年 ９ 月 30 日                       
   本 人 よ り 分 納 に よ る 納 付 の 申 し 出 （ 電  
 話 ） あ り 。                             
   分 納 回 数 ５ 回 、 Ｒ ８ 年 ３ 月 末 ま で に 納  
 付 す る よ う 伝 達 。 分 納 用 納 付 書 を 郵 送 。   
 （ 今 後 の 対 応 ）                         
   未 収 と な っ て い る 給 与 に つ い て は 、 本  
 人 と 連 絡 を 取 り 合 い 、 適 切 な 進 行 管 理 を  
 継 続 し て い く 。                         
   収 入 調 定 を 行 っ た 場 合 は 、 定 期 的 に 納  
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 付 状 況 を 確 認 す る こ と と し 、 未 収 が 確 認  
 さ れ た 場 合 は 、 関 係 規 程 に 基 づ い て 督 促  
 等 の 手 続 を 行 う 。                       
   上 席 者 は 、 未 収 状 況 の 確 認 を 促 し 、 未  
 収 分 に つ い て は 督 促 等 の 事 務 手 続 も 含 め  
 て 、 進 行 管 理 を 適 切 に 行 う 。            

 
「 指 摘 事 項 」                          （ 原 因 ）                               
  契 約 及 び 支 払 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い   平 成 29 年 度 よ り 公 用 車 を リ ー ス 車 へ 切  
る も の が あ る 。                        り 替 え て い る が 、 リ ー ス 車 両 に 搭 載 し て  
「 事 実 」                              い る ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム で 、 テ レ ビ  
  平 成 29 年 ４ 月 か ら 令 和 ７ 年 ２ 月 ま で に 受 信 が で き る こ と を 認 識 し て い な か っ た  
リ ー ス 契 約 し た 公 用 車 ８ 台 に 設 置 さ れ て た め 、 契 約 台 数 の 報 告 か ら 漏 れ て し ま っ  
い た カ ー ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム に つ い た 。                                   
て 、 テ レ ビ 放 送 を 受 信 で き る こ と を 認 識 （ 処 理 状 況 ）                           
し て い な か っ た た め 、 法 人 甲 と 受 信 契 約   過 年 度 未 払 い 分 に つ い て は 、 令 和 ７ 年  
を 締 結 し て お ら ず 、 受 信 料 が 未 払 い と な っ ８ 月 29 日 に 病 院 局 が 支 払 っ た 。           
て い る 。                              （ 今 後 の 対 応 ）                         
   年       度     金      額              関 係 規 程 を 理 解 し 、 現 在 契 約 中 の 車 両  
   平 成 29 年 度      1 5 , 7 2 0 円            を 変 更 す る 場 合 は 、 カ ー ナ ビ ゲ ー シ ョ ン  
   平 成 30 年 度      3 1 , 4 4 0 円            シ ス テ ム の テ レ ビ の 受 信 機 能 の 有 無 を 確  
   令 和 元 年 度      4 7 , 1 6 0 円            認 す る 。                               
   令 和 ２ 年 度      9 8 , 0 9 0 円              ま た 、 テ レ ビ 等 の 契 約 台 数 報 告 時 に 、  
   令 和 ３ 年 度     1 0 7 , 1 0 0 円            テ レ ビ 以 外 の 機 器 に つ い て も テ レ ビ 受 信  
   令 和 ４ 年 度     1 0 7 , 1 0 0 円            機 能 の 有 無 を 確 認 す る 。                 
   令 和 ５ 年 度      9 9 , 7 5 0 円             
   令 和 ６ 年 度      9 3 , 5 0 0 円             
       計         5 9 9 , 8 6 0 円             
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」                 
  契 約 及 び 支 払 に つ い て は 、 関 係 規 程 に  
基 づ き 適 正 に 行 う と と も に 、 チ ェ ッ ク 体  
制 を 強 化 す る こ と 。                    

                                                                （ 監 査 総 務 課 ）  
                       
監 査 公 表 第 ２ 号  

令 和 ７ 年 10 月 24 日 監 査 公 表 第 17 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭
和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 14項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら 次 の と お り 措 置 状 況
の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。  

令 和 ８ 年 ２ 月 20 日  
福 島 県 監 査 委 員   佐   藤   政   隆  
福 島 県 監 査 委 員   大   場   秀   樹  
福 島 県 監 査 委 員   渡   辺       仁  
福 島 県 監 査 委 員   阿   部   寿   子  

                                                            ７ 財 第 2 3 5 9 号  
                                                            令 和 ７ 年 11 月 28 日  

福 島 県 監 査 委 員   佐   藤   政   隆  
福 島 県 監 査 委 員   大   場   秀   樹  
                                様  
福 島 県 監 査 委 員   渡   辺       仁  
福 島 県 監 査 委 員   阿   部   寿   子  

                                                  福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）  

  令 和 ７ 年 10月 22日 付 け ７ 福 監 第 374号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199 条 第 14 項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。  
（ 別 紙 様 式 ）  

定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て  
１   監 査 対 象 機 関   環 境 創 造 セ ン タ ー  
    監 査 対 象 年 度   令 和 ６ 年 度  
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    監 査 実 施 年 月 日   令 和 ７ 年 ７ 月 25 日  

 
指 摘 ・ 勧 告 事 項 措   置   状   況  

 
「 指 摘 事 項 」                          （ 原 因 ）                               
  内 部 統 制 及 び 契 約 事 務 手 続 に 著 し く 適 ・ 組 織 体 制 の 不 備                       
正 を 欠 い て い る も の が あ る 。              管 理 職 に よ る 業 務 の 進 捗 管 理 や 職 員 に  
「 事 実 」                              対 す る フ ォ ロ ー ア ッ プ が 不 十 分 で あ っ た 。  
  オ イ ル タ ン ク 保 守 点 検 業 務 委 託 に つ い  ま た 、 所 内 に お け る 報 告 ・ 連 絡 ・ 相 談 が  
て 、 契 約 期 間 内 に 業 務 が 履 行 さ れ な か っ  徹 底 さ れ て い な か っ た 。                 
た に も か か わ ら ず 、 担 当 者 は 、 上 司 に 報  ・ 公 印 の 不 適 切 な 管 理                   
告 す る こ と な く 、 契 約 期 間 を 修 正 し た 契    管 理 職 に お い て 公 印 の 適 正 管 理 が 徹 底  
約 書 を 決 裁 を 受 け ず に 作 成 し て 公 印 を 押  さ れ て お ら ず 、 押 印 す る 書 類 の 確 認 が 不  
印 し 、 差 し 替 え て い る 。                十 分 で あ っ た 。                         
  ま た 、 当 該 業 務 に つ い て 、 組 織 内 の 情  ・ 担 当 職 員 の 会 計 ル ー ル 遵 守 に 対 す る 認  
報 共 有 や 進 捗 管 理 も 不 十 分 で あ っ た 。      識 不 足                               
  当 初 契 約 期 間                          担 当 職 員 に お い て 、 自 身 の 業 務 に 加 え   
  令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 ９ 月 30  て 病 気 休 暇 取 得 者 の 業 務 を 引 き 継 い だ た   
日 ま で                                め 多 忙 で あ っ た こ と 等 に よ り 、 会 計 ル ー   
  差 し 替 え 後 の 契 約 期 間                ル 遵 守 に 対 す る 認 識 が 希 薄 に な り 、 契 約  
  令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ７ 年 １ 月 31  書 の 差 替 え を 行 っ た 。                  
日 ま で                                （ 処 理 状 況 ）                          
  履 行 年 月 日                          ・ 管 理 職 に よ る 業 務 の 進 捗 管 理          
  令 和 ７ 年 １ 月 27 日                      令 和 ７ 年 ７ 月 23 日                    
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」                  管 理 職 が チ ェ ッ ク リ ス ト を 用 い て 委 託  
  契 約 事 務 の 手 続 に 当 た っ て は 、 関 係 規  業 務 の 進 行 管 理 を 行 う こ と と し 、 毎 月 １  
程 に 基 づ き 適 正 に 行 う と と も に 、 チ ェ ッ  回 の 所 内 会 議 で 情 報 を 共 有 し 、 手 続 の 漏  
ク 体 制 を 強 化 す る こ と 。                れ や 遅 延 等 が な い か 点 検 す る こ と と し た 。  

・ 公 印 管 理 の 厳 格 化                    
  令 和 ７ 年 ６ 月 27 日                    
  職 員 が 公 印 を 押 印 す る 際 は 、 公 印 管 理  
者 （ 所 長 ） が 押 印 す る 書 類 を 確 認 し 、 目  
の 前 で 押 印 さ せ る こ と と し た 。          
・ 会 計 ル ー ル の 遵 守 及 び 報 告 ・ 連 絡 ・ 相  
  談 の 徹 底                            
  令 和 ７ 年 ７ 月 25 日                    
  コ ン プ ラ イ ア ン ス 研 修 会 を 実 施 （ 令 和  
７ 年 ６ 月 26 日 ） し 、 今 回 の 事 案 を 所 内 の
職 員 に 共 有 し 、 会 計 ル ー ル の 遵 守 及 び 管
理 職 へ の 報 告 ・ 連 絡 ・ 相 談 を 徹 底 し た ほ
か 、 風 通 し の 良 い 職 場 環 境 に 資 す る た め 、
所 長 席 を 執 務 室 に 移 す と と も に 、 総 務 課
長 席 を 総 務 課 の ラ イ ン に 移 し た 。        
（ 今 後 の 対 応 ）                        
・ 所 内 会 議 に お い て 、 所 長 と 次 長 が チ ェ ッ  
  ク リ ス ト で 進 捗 を 確 認 す る 。          
・ 引 き 続 き 、 所 長 が 公 印 の 管 理 を 行 う 。  
  所 長 不 在 時 の 管 理 は 次 長 が 行 う 。      
・ 後 期 も コ ン プ ラ イ ア ン ス 研 修 会 を 実 施 、  
  ほ か に 委 託 契 約 に 関 す る 研 修 会 を 実 施
  す る 。                            

２   監 査 対 象 機 関   県 南 保 健 福 祉 事 務 所  
    監 査 対 象 年 度   令 和 ６ 年 度  
    監 査 実 施 年 月 日   令 和 ７ 年 ７ 月 24 日  

 
指 摘 ・ 勧 告 事 項 措   置   状   況  
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「 指 摘 事 項 」                          （ 原 因 ）                               
  契 約 及 び 支 払 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い    テ レ ビ 放 送 を 受 信 で き る こ と に つ い て  
る も の が あ る 。                        認 識 が 不 足 し て お り 、 公 用 車 ８ 台 に 設 置  
「 事 実 」                              し た カ ー ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム 購 入 時  
  平 成 21 年 か ら 令 和 ６ 年 ま で に 公 用 車 ８  に 、 テ レ ビ 放 送 の 受 信 の 可 否 に つ い て 確  
台 に 設 置 し た カ ー ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ  認 し て い な か っ た 。                     
ム に つ い て 、 テ レ ビ 放 送 を 受 信 で き る こ    購 入 以 降 の 契 約 台 数 報 告 時 の 確 認 に お  
と を 認 識 し て い な か っ た た め 、 法 人 甲 と  い て も テ レ ビ 放 送 の 受 信 が で き る 状 態 に  
受 信 契 約 を 締 結 し て お ら ず 、 受 信 料 が 未  な っ て い る こ と を 確 認 し な か っ た 。       
払 い と な っ て い る 。                    （ 処 理 状 況 ）                           
  年       度      金      額  １   受 信 可 能 な カ ー ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス  
  平 成 21 年 度        9 , 4 1 5 円    テ ム の 契 約 状 況 を 確 認 し て 未 契 約 台 数  
  平 成 22 年 度       1 6 , 1 4 0 円    を 報 告 し 、 令 和 ７ 年 ８ 月 29 日 に 総 務 部  
  平 成 23 年 度       1 6 , 1 4 0 円    総 務 課 に よ り 平 成 21 年 度 か ら 令 和 ６ 年  
  平 成 24 年 度       1 5 , 7 2 0 円    度 ま で の 受 信 料 を 支 払 っ た 。          
  平 成 25 年 度       1 5 , 3 0 0 円  ２   カ ー ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム の 使 用  
  平 成 26 年 度       1 5 , 7 2 0 円    に お い て テ レ ビ 機 能 は 不 要 で あ る た め 、  
  平 成 27 年 度       1 5 , 7 2 0 円    以 下 の と お り 対 応 し た 。              
  平 成 28 年 度       1 5 , 7 2 0 円    ・ ビ ル ト イ ン タ イ プ ３ 台              
  平 成 29 年 度       2 2 , 2 7 0 円        令 和 ７ 年 10 月 ９ 日 、 テ レ ビ 放 送 を
  平 成 30 年 度       9 4 , 3 2 0 円      受 信 で き な い よ う 施 工 済 み 。        
  令 和 元 年 度       9 4 , 3 2 0 円    ・ ポ ー タ ブ ル タ イ プ ５ 台              
  令 和 ２ 年 度       9 5 , 6 1 0 円        令 和 ７ 年 10 月 14 日 に 施 工 を 依 頼 し
  令 和 ３ 年 度      1 0 7 , 1 0 0 円      た 事 業 者 か ら 同 年 11 月 19 日 、 施 工 不
  令 和 ４ 年 度      1 0 7 , 1 0 0 円      可 と の 回 答 が あ っ た こ と か ら 、 同 月
  令 和 ５ 年 度       9 9 , 7 5 0 円      26 日 、 撤 去 を 決 定 し た 。            
  令 和 ６ 年 度       9 6 , 8 0 0 円  （ 今 後 の 対 応 ）                        
      計          8 3 7 , 1 4 5 円    今 後 カ ー ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム を 購  
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」                入 す る 際 に は 、 テ レ ビ 放 送 を 受 信 で き な  
  契 約 及 び 支 払 に つ い て は 、 関 係 規 程 に  い 仕 様 に 限 定 す る 。                    
基 づ き 適 正 に 行 う と と も に 、 チ ェ ッ ク 体  
制 を 強 化 す る こ と 。                  

３   監 査 対 象 機 関   喜 多 方 建 設 事 務 所  
    監 査 対 象 年 度   令 和 ６ 年 度  
    監 査 実 施 年 月 日   令 和 ７ 年 ７ 月 23 日  

 
指 摘 ・ 勧 告 事 項 措   置   状   況  

 
「 指 摘 事 項 」                          （ 原 因 ）                               
  契 約 及 び 支 払 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い    今 回 の 事 案 の 原 因 は 以 下 の と お り で あ   
る も の が あ る 。                        る 。                                   
「 事 実 」                                除 雪 ス テ ー シ ョ ン の ３ 台 の テ レ ビ 及 び   
  平 成 31 年 ３ 月 か ら 令 和 ５ 年 12 月 ま で に  Ｗ ｅ ｂ 会 議 用 モ ニ タ ー に つ い て は 、 担 当   
除 雪 ス テ ー シ ョ ン に 設 置 さ れ た テ レ ビ ３  者 及 び 管 理 職 員 の 現 数 確 認 が 不 十 分 だ っ   
台 及 び 令 和 ３ 年 １ 月 に Ｗ ｅ ｂ 会 議 用 モ ニ  た こ と 、 カ ー ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム 及   
タ ー と し て 購 入 し た テ レ ビ １ 台 に つ い て 、  び 携 帯 電 話 に つ い て は 、 テ レ ビ 機 能 が つ   
法 人 甲 と 受 信 契 約 を 締 結 し て お ら ず 、 受  い て い る 認 識 が な か っ た こ と に よ る 。     
信 料 が 未 払 い と な っ て い る 。              こ れ ら は 本 来 、 受 信 料 の 支 払 や 予 算 要   
  ま た 、 平 成 27 年 10 月 か ら 令 和 ６ 年 １ 月  望 等 の 機 会 に 担 当 者 が 調 査 の う え 全 体 数   
ま で に 公 用 車 11台 に 設 置 し た カ ー ナ ビ ゲ ー  を 把 握 す べ き で あ っ た が 、 管 理 職 員 も 確  
シ ョ ン シ ス テ ム 並 び に 平 成 29 年 ９ 月 及 び 認 を 行 わ ず 、 組 織 的 な 検 証 が 不 足 し て い   
令 和 ２ 年 ６ 月 に 購 入 し た 携 帯 電 話 ２ 台 に た 。                                   
つ い て 、 テ レ ビ 放 送 を 受 信 で き る こ と を （ 処 理 状 況 ）                           
認 識 し て い な か っ た た め 、 法 人 甲 と 受 信   い ず れ も 土 木 総 務 課 を 経 由 し 、 総 務 部  
契 約 を 締 結 し て お ら ず 、 受 信 料 が 未 払 い 総 務 課 に 台 数 報 告 を 行 っ た 。 未 払 い の 受  
と な っ て い る 。                        信 料 に つ い て は 、 総 務 部 総 務 課 に お い て  
  年       度      金      額  令 和 ７ 年 ８ 月 29 日 に 支 払 を 完 了 し た 。    

令和 8年2月20日　金曜日 福 島 県 報 号外第15号 6



─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  平 成 27 年 度       1 0 , 4 8 0 円    な お 、 不 要 な 受 信 料 の 支 払 を 防 ぐ た め 、  
  平 成 28 年 度       3 1 , 4 4 0 円  以 下 の と お り 見 直 し を 行 い 、 不 要 な 設 備
  平 成 29 年 度       4 5 , 8 5 0 円  に つ い て は 撤 去 す る 。                  
  平 成 30 年 度       9 3 , 0 1 0 円  ⑴   テ レ ビ ３ 台 （ 除 雪 ス テ ー シ ョ ン ）  
  令 和 元 年 度      1 1 5 , 2 8 0 円  ・ 令 和 ７ 年 ８ 月 22日 に テ レ ビ を 撤 去 し た 。  
  令 和 ２ 年 度      1 5 7 , 5 4 5 円    事 務 所 内 に 搬 入 保 管 し 、 除 雪 期 間 中 の
  令 和 ３ 年 度      1 9 8 , 9 0 0 円    み 改 め て 設 置 、 受 信 契 約 を 行 う 。      
  令 和 ４ 年 度      2 0 0 , 1 7 5 円  ⑵   Ｗ ｅ ｂ 会 議 用 モ ニ タ ー １ 台          
  令 和 ５ 年 度      2 0 7 , 5 8 0 円  ・ 猪 苗 代 土 木 事 務 所 会 議 室 に お い て 、 災  
  令 和 ６ 年 度      2 1 2 , 7 2 0 円    害 時 等 に テ レ ビ の 情 報 を 必 要 と す る こ
      計        1 , 2 7 2 , 9 8 0 円    と か ら 、 受 信 契 約 を 継 続 す る 。        
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」  ⑶   公 用 車 カ ー ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム  
  契 約 及 び 支 払 に つ い て は 、 関 係 規 程 に   11 台                                
基 づ き 適 正 に 行 う と と も に 、 チ ェ ッ ク 体 ・ ２ 台 は 令 和 ７ 年 ９ 月 26 日 ま で に テ レ ビ
制 を 強 化 す る こ と 。   機 能 の な い 機 種 に 交 換 し た 。        

・ ３ 台 は 令 和 ７ 年 11月 ４ 日 ま で に ナ ビ ゲ ー
  シ ョ ン シ ス テ ム を 取 り 外 し た 。        
・ ５ 台 は 令 和 ７ 年 11 月 ７ 日 ま で に 受 信 ア
  ン テ ナ を 撤 去 又 は 切 断 し た 。          
・ 残 る １ 台 は 令 和 ７ 年 11 月 21 日 付 け で 管
  理 換 （ 払 出 ） を 行 っ た 。 （ 管 理 換 先 で
  受 信 ア ン テ ナ 切 断 予 定 ）              
⑷   携 帯 電 話 ２ 台                      
・ 令 和 ７ 年 ８ 月 ７ 日 に テ レ ビ 機 能 の な い
  ス マ ー ト フ ォ ン に 機 種 変 更 を 行 っ た 。  
（ 今 後 の 対 応 ）                        
・ 総 務 課 担 当 者 は 、 今 回 の 調 査 結 果 を 一  
  覧 表 に し 、 台 数 を 把 握 、 管 理 す る と と
  も に 、 確 実 に 後 任 者 に 引 き 継 ぐ 。 ま た 、
  テ レ ビ 等 の 購 入 ・ 廃 止 等 に よ り 台 数 が
  増 減 す る 場 合 は 、 土 木 総 務 課 に 報 告 の
  う え 、 予 算 措 置 を 講 じ る 。            
・ 除 雪 ス テ ー シ ョ ン の テ レ ビ ３ 台 に つ い  
  て は 、 除 雪 期 間 （ 12 月 ～ ３ 月 ） の み 使
  用 す る た め 、 毎 年 12 月 １ 日 か ら テ レ ビ
  の 設 置 及 び 受 信 契 約 を 行 い 、 ３ 月 31 日
  ま で に テ レ ビ の 撤 去 と 解 約 手 続 を 確 実
  に 行 う 。                            
・ 公 用 車 の 更 新 の 際 は 、 テ レ ビ 機 能 の な  
  い カ ー ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム を 導 入
  す る 。                              
・ 総 務 課 主 任 主 査 、 総 務 課 長 、 総 務 部 長  
  は 、 契 約 台 数 の 報 告 や 予 算 要 求 の 際 に
  報 告 漏 れ が な い か 確 認 し 、 確 実 に 予 算
  措 置 が 講 じ ら れ る よ う 指 導 す る 。    

                                                                （ 監 査 総 務 課 ）  
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